
028 － 615 － 7817
上記記事に関する
お問い合わせは

年金課

育児・介護休業手当金の

給付上限相当額変更のお知らせ

個人番号による情報連携の

本格運用が開始されました

基準利率

028 － 615 － 7816
上記記事に関する
お問い合わせは

保健課

　育児休業手当金及び介護休業手当
金の算定の基礎となる給付日額に
は、上限額が設けられており、これ
を給付上限相当額といいます。
　この給付上限相当額が８月より次
のとおり変更となりました。

　年金関係の個人番号を利用し
た情報連携は、本年４月から試
行運用されていましたが、７月
より本格運用が開始されました。

　公務員独自の給付である退職等年金給付は、労使折
半で積み立てた原資に基準利率や年金現価率を用いて
算定します。

　10 月からの基準利率や年金現価率は、地方公務員共
済組合連合会のホームページに関連情報が掲載されて
います。

基準利率は、前年度の国債の利回りを基準に毎年 10 月に改定し
ますが、今回は前回と同じく 0.06％となりました。

年金現価率も毎年 10 月に改定しますが、今回は終身年金現価率
が変更となり有期年金現価率は前回と同じになります。

給付名 給付割合 給付上限相当額

育児休業手当金

67 ／ 100
（休業期間が180日まで）

13,832 円
（7月までは13,713円）

50 ／ 100
（休業期間が181日以降）

10,322 円
（7月までは10,234円）

介護休業手当金 67 ／ 100 15,230 円
（7月までは15,093円）

年金
関係

10月からの

これまで年金の請求手続

き等に必要だった書類が、

原則として省略できるよ

うになりました。

省略できる書類

●住民票

●所得証明書

●雇用保険被保険者証

基準利率 －退職等年金給付－

令和元年 10 月～令和２年９月

0.06％（年利）
※前年と同じ

　共済組合では毎年５月に給付算定基礎額残高通知書を送付
し、給付算定基礎額（前年度末までに積み立てた額）をお知
らせしています。

積み立てた額を知りたい時は？

地方公務員共済組合連合会

トップページの「年金払い退職給付制
度」からご覧いただけます。

※  「年金払い退職給付制度」と「退職等年
金給付制度」は名称が異なっております
が、同一の制度です。
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